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日    時 

 

場    所 

 

委員定数 

 

出席委員 

 

 

欠席委員 

 

会議に出席した 

公務員の職氏名 

 

 

 

 

 

傍聴人 

 

日 程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議の概要 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

平成27年四国中央市教育委員会第７回定例会会議録 

 

平成27年７月30日（木） 午後３時00分～ 

 

四国中央市本庁５階第１委員会室 

 

５名 

 

委員長 守谷 一郎 、委員 篠原 祥子、委員 近藤 達之介 、 

委員 鈴木 千明 、教育長 野村 勝廣 

 

委員 なし 

 

教育部長 伊藤 茂 、 教育総務課長 眞鍋 葵 、 

学校教育課長 原田 尋 、 学校教育課主幹 石津 善久 、 

生涯学習課長 石川 寿一 、 文化振興課長 合田 路彦 、  

国体推進課長 藤田 恭二 、 教育総務課長補佐 鈴木 一好 、  

少年育成センター所長 石井 和隆 、教育総務課長補佐 宮崎  啓三 、 

教育総務課係長 星川 直子 、教育総務課 戸田 浩史 

 

 １名(報道関係者) 

 

 開会宣言 

 委員長挨拶 

 平成27年第６回定例会・第3回臨時会会議録の承認 

 平成27年第７回定例会会議録署名人の指名 

 教育長報告 

  教育長より諸般の報告 

  各課長より事務報告 

 議事 

  議案第28号 四国中央市学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱につ

いて 

 その他の案件 

  請願第３号及び４号について 

   

  

開会 

午後３時00分 第７回定例会の開会を宣する。報道関係の傍聴者に、写真

撮影は最初の５分間のみ許可する旨伝える。 

 

委員長挨拶 

 梅雨も明け、連日猛暑が続いている。水分補給や休養等、健康管理には十

分気を付けていただきたい。 

夏休みに入り市民プールもオープンし連日賑わっている。先日の小学校水

泳記録会では新記録が出たようだが、陸上記録会でも新記録を期待したい。 

 7/24に新宮小・中学校の起工式があり建設が始まった。第８回書道パフォ

ーマンス甲子園は盛会に終わった。国体のＰＲ活動も各地の行事に合わせて
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委員長 

 

 

宮崎補佐（教総） 

 

 

委員長 

 

 

全委員 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

鈴木補佐（給食） 

 

 

 

 

行われており、担当課を中心に大変ご苦労であった。 

８月は高校生議会や教科書採択、学力テスト結果の公表等もあり事務局も

多忙であるが、体調に気を付けながら計画的に進めていただきたい。 

 

会議録承認 

会議録の承認について諮る。平成27年第６回定例会会議録案及び平成27年

第３回臨時会会議録案について、事務局より説明を求める。 

 

平成27年第６回定例会会議録案及び平成27年第３回臨時会会議録案の概要

を説明する。 

 

平成27年第６回定例会会議録案及び平成27年第３回臨時会会議録案の承認

について諮る。 

 

承認する旨答える。 

 

承認の旨確認し、平成27年第６回定例会会議録及び平成27年第３回臨時会

会議録の原案を承認する旨宣する。既に指名の委員には、それぞれ後ほど会

議録に署名を願う。 

 

会議録署名委員の指名 

平成27年第７回定例会会議録署名人に、野村勝廣委員、鈴木千明委員を指

名する。 

 

報告事項 

諸般の報告を求める。 

  

 先日の書道パフォーマンス甲子園では終日大変お世話になった。年々大規

模になってきており楽しみではあるが、教育委員会だけで運営するのは難し

くなってきているように感じた。 

 7/27、28と教育行政トップリーダーセミナーに出席した。２日間「語る・

発表する・書く」といった演習形式での講義がびっしりあった。セミナーの

中で「学び続ける教育長」という事を言われていたが、勉強し続けていく事

の必要性を感じた。 

 

各課から事務報告を求める。 

 

教育総務課所管の教育総務・学校管理・学校施設に関し、資料に基づき事

務報告する。 

7/24 新宮小中学校起工式が行われ、来年11月の完成を目指す。 

7/30 本日、第７回定例教育委員会である。 

 

学校給食に関し、資料に基づき事務報告する。 

7/23、24、31 物資購入委員会及び平成27年度後期分入札会が開催され

る。入札業者が減ってきており、同業者でも川之江地域と土居地域で肉の値

段に差があり今後の大きな課題となっている。 

7/27、28 夏休み親子料理教室を開催した。学校給食のパン工場でパンを
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学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石井所長（少年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

国体推進課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作ろうということで開催したが、大変好評ですぐ定員に達し多くの方にお断

りさせていただいた状況である。 
 

学校教育に関し、資料に基づき事務報告する。 

7/1 長津小学校の学校訪問が実施された。7/9の新宮幼稚園をもって今年

度の訪問がすべて終了した。 

7/6 宇摩法人会教育用品贈呈式があり、タイムタイマー124台を贈呈して

いただいた。小学校1～3年生、中学校1年生全クラス、南小学校、川之江北

中学校については全クラスに配布できた。 

7/16 各小・中学校、幼稚園の終業式が行われた。今年は台風接近のため

一日繰り上げての終業式となった。 

7/29 中学校親善音楽会が行われ、大変感動的な演奏があった。 

 

少年育成センターに関し、資料に基づき事務報告する。 

7/19 西条中央公民館において愛媛県少年補導委員「ブロック別」東予地

区研修大会が開催され、当市より25名の補導委員が参加し総勢130名の補導

委員、関係者が参加しテーマ別に研修を行っている。 

7/19、25 川之江・三島花火まつり特別補導が行われ、市少年補導委員、

小中高教職員、ＰＴＡ等が合同で特別警戒にあたった。警察、防犯協会など

と事前に連携の計画をたて特別補導にあたり今年度も大きな混乱はなく無事

終えた。 

7/28 平成27年度「青少年の非行・被害防止県民大会」が開催され参加し

た。式典に続いて今年度は魂のヴォーカリスト杉山裕太郎氏の「親子の絆 

どん底のなかでみつけた光」と題した講演ライブが開催された。 

市内で発生している不審者情報ついて、昨日、今年度12件目となる不審者

情報を配信したところである。 

 

生涯学習課所管の社会教育・社会体育・人権教育に関し、資料に基づき事

務報告する。 

7/2 四国地区人権教育研究大会が徳島県で開催され、114名が参加した。 

7/29 全人教課題別研究会関連行事（フィールドワーク）において、人権

対策協議会江口会長が講演した。 

7/30 全人教課題別研究会において長津小学校が発表した。 

 

国体推進課所管事務に関し、資料に基づき事務報告する。 

7/1 第１回四国中央市国体協力会連絡協議会において今後の活動等につ

いて説明した。 

7/2 第47回みなと祭実行委員会総会、しこちゅー国体キャラバン隊説明

会等広報活動に重点を置いて、市民の皆様にあらゆる場面で知っていただく

活動を行っている。 

7/7 嶺南地区活性化協議会において、嶺南地区はラグビー会場になって

おり住民にご心配をおかけしているため、国体について現在わかっている具

体的な状況等説明を行った。 

7/23 えひめ国体800日前イベントとして、みなと祭りにおいてえがおダ

ンスキャラバン隊によるみきゃん・しこちゅ～の国体ＰＲ、またラッピング

カーの出発式のセレモニーを行った。 

7/26 書道パフォーマンス甲子園において、コスモステレビで広くＰＲで
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文化振興課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

篠原委員 

 

 

鈴木補佐（給食） 

 

 

 

 

 

委員長 

 

教育総務課長 

 

篠原委員 

 

教育総務課長 

 

委員長 

 

 

教育総務課長 

 

委員長 

 

きた事は、市民への周知の上で大きな成果となった。 

7/26 関川公民館において土居中学校美術部が書いたえひめ国体壁画の完

成式が行われた。ちょうど関川公民館で夕涼み会があり地域の方に多く知っ

ていただけた。 

7/27 愛媛県主催：えがおダンス・体操教職員研修会が行われ、50数名の

教職員が参加した。今後運動会等でも取り組んでいただけると思われる。 

 

文化振興課所管の文化振興・図書館に関し、資料に基づき事務報告する。 

7/19 第16回四国高校演劇祭が市民会館川之江会館で開催された。四国内

より丸亀、高知西、阿波、松山東、川之江の５校が参加し演技を披露した。 

7/26 第８回全国高等学校書道パフォーマンス選手権大会を伊予三島運動

公園体育館にて開催した。全国より予選を勝ち抜いた21校が以前よりレベル

の高いパフォーマンスを披露した中で、高松商業高校が初優勝を果たした。

大会の開催にあたり、教育委員各位に大変お世話になった。また大会運営に

あたっては、高校生ボランティア95名、一般支援員９名、及び教育委員会の

職員各位にご協力をいただいた。今回の観客数はのべ5,500人で報道してい

る。 

続いて図書館関係について資料のとおり報告する。 

7/19 暁雨館では、暁雨館大学として「地域の生活における服飾文化」と

題して古川静枝先生にご講演いただいている。 

 

只今の教育長及び各担当からの報告について、意見質問等がないか問う。 

 

給食の方で、同業者でも川之江地域と土居地域で肉の値段に差があるとの

ことであったが、今後どのようにしていくかの話し合いはないのか。 

 

今現在土居・三島地域で２業者、川之江地域で１業者入っているが、川之

江地域の１業者は土居・三島地域にも入っている状況である。川之江地域に

は以前５業者入っていたが、川之江地域の全小・中学校を配達するのは新宮

地域も入れると10校となり難しいのでやめられたと思われる。今後、分割し

て納入することについても検討が必要である。 

 

他市の場合はセンター方式が多いのか。 

 

愛媛県内で進んでいる計画はセンター方式による整備が多い。 

 

将来的にセンター方式になれば、人件費等の面で問題なくなるのか。 

 

配送は１箇所になるので、そういった面では問題はなくなる。 

 

昨日「四国中央市学校給食施設整備基本構想(案)」のＰＴＡ説明会があっ

たのか。 

 

参加者は少なかった。また後日ご報告させていただく。 

 

他に意見等ないか問い、議事に移る。 
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委員長 

 

 

全委員 

 

委員長 

 

 

委員長 

 

 

 

宮崎補佐（教総） 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

教育長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

篠原委員 

 

近藤委員 

 

 

教育長 

 

 

近藤委員 

 

 

教育長 

 

 

議事 

本日の議事は、人事案件であるため、会議を非公開とし後ほど改めて審議

する旨発議する。非公開で審議することについて異議ないか問う。 

 

異議ない旨伝える。 

 

異議ない旨確認し、議案を非公開で後ほど審議することを宣する。 

その他の案件に移る。 

 

その他 

平成27年度請願第３号「教科書採択における調査研究・選定過程に関する

請願」の説明を事務局に求める。 

 

 請願第３号について、請願文書表に基づき説明を行う。 

 本請願は、事務局に届けられた案件で、その内容は、お手元の資料の請願

事項のとおり「教科書採択における調査研究・選定過程に関する請願」であ

る。 

 請願者の意見等の詳細は、資料をご覧いただき、ここでは改めて要点のみ

確認させていただく。 

 教育委員各位には、これらの請願事項について、「採択」、「不採択」、等の

ご意見をいただきたく、ご審議、よろしくお願いする。 

 

只今の説明に関して、意見・質問等ないか問う。 

 

 本市は図書館に教科書を展示し市民にもご意見をいただいており、採択に

あたっては教科書採択委員会で各教科の研究員採択委員さんが慎重に審議し

て答申していただき、教育委員会が最終決定するという手順を踏んでいる。

いずれも慎重に調査・研究していただいている。 

 

 先ほどの教育長のご意見のとおり、本市は各教科の研究委員を各教科それ

ぞれ３名を委嘱し、研究結果を採択委員会で総括していただき、答申いただ

く。研究委員の意見を十分考慮して採択している。 

 

教育長のご意見のとおりであり、他に申し上げる事はない。 

 

 この請願は、最終的に教育委員会で決定する際に、採択委員会からあげた

評価点どおり、例えばＡ・Ｂ・Ｃの点数どおりに採択せよということか。 

 

最終は教育委員会が資料を基に決定するので、研究委員の点数どおりに採

択せよという意見はおかしい。 

 

研究委員の評価結果を最大限に尊重した上での決定であり、研究委員の意

見を無視しているわけではない。 

 

これまでも評価結果を十分尊重した上で、Ａ教科書とＢ教科書、どちらと

もいい場合は採択委員会で決められず最終的に教育委員会の中で決定してき

たが、それ以外はほぼ採択委員会の結果どおりである。手順をふんで決定し
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鈴木委員 

 

 

委員長 

 

 

全委員 

 

委員長 

 

 

 

 

 

宮﨑補佐（教総） 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

鈴木委員 

 

 

教育長 

 

 

 

近藤委員 

 

 

 

学校教育課主幹 

 

近藤委員 

 

 

委員長 

 

教育長 

 

 

ている。 

 

調査結果に基づいた採択を行っていると思われるし、教育長がおっしゃっ

たとおり適正手続きもすべて遵守している。 

 

教育委員各位より意見が出たが、請願事項に関して皆の意見を総合する

と、本件を不採択とすべきと考えるが異議ないか問う。 

 

異議ない旨伝える。 

 

全員異議ない旨確認し、請願第３号を不採択とする旨宣する。 

請願者に対し後ほど事務局より請願第３号についての審議結果を通知する 

よう伝える。 

続く平成27年度請願第４号「公正で開かれた教科書採択を求める要望書」

の説明を事務局に求める。 

 

請願第４号について、請願文書表に基づき説明を行う。 

 本請願は、事務局に届けられた案件で、その内容は、お手元の資料の請願

事項のとおり「公正で開かれた教科書採択を求める要望書」である。 

 請願者の意見等の詳細は、資料をご覧いただき、ここでは改めて要点のみ

確認させていただく。 

 教育委員各位には、これらの請願事項について、「採択」、「不採択」、等の

ご意見をいただきたく、ご審議、よろしくお願いする。 

 

只今の説明に関して、意見・質問等ないか問う。 

 

要望事項１に「教育現場の意向を最大限に尊重すること」とあるが、最大

限というのは主観的な判断であり、意味が分かりかねる。 

 

要望事項１については、各教科の先生が研究委員になっており、現場の意

見を最大限尊重している。要望事項２、３については、イデオロギー的な解

釈であり、日本国憲法に反しているような記述はどこにもない。 

 

国の検定について請願以前の問題である。我々の採択に関して問われるこ

とでない。 

教科書の見本は業者の善意でいただいているのか。 

 

採択見本として各教科書会社より各教科５セットいただいている。 

 

四国中央市だけでも相当な金額である。図書館にも展示しており目にする

機会は均等にあるので問題はない。 

 

要望事項３の、教科書採択において公正中立は当然のことである。 

 

押しつけるというような記述がどこからでてきているのか分からないが、

戦争を押し付けるようなことではない。 
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委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

全委員 

 

委員長 

 

 

 

宮﨑補佐（教総） 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

宮﨑補佐（教総） 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

鈴木補佐（教総） 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

全委員 

国の検定を通っているので、反省を欠いたという事もない。教育委員会は

教科書採択を公開で行っているが、採択結果のすべての情報を直ちに開示す

るのは難しい。 

 

教育委員各位より意見が出たが、請願事項に関して皆の意見を総合する

と、本件を不採択とすべきと考えるが異議ないか問う。 

 

異議ない旨伝える。 

 

全員異議ない旨確認し、請願第４号を不採択とする旨宣する。 

請願者に対し後ほど事務局より請願第４号についての審議結果を通知する

よう伝える。 

 

教育長の専決処理とした請願文書について説明を行う。 

 本請願は、お手元の資料の請願事項のとおり「民間企業による ALT（外国

語指導助手）の派遣（業務）委託契約に関する請願書」である。 

 この請願については一般的な民間の派遣業務の委託契約の要望であり、教

育委員会で審議する必要はないものと思われるため、四国中央市請願処理規

則第６条１項１号の規定に基づき教育長決裁をもって、請願を不審議として

完了することとし、同条第２項の規定により教育委員会に報告した旨をもっ

て請願者に通知することとしたい。 

 

 請願者に対し後ほど事務局より報告した結果を通知するよう伝える。 

 

平成27年度愛媛県教育基本方針・重点施策について通知があり、教育委員

各位に報告する。 

 

この他に公開案件として何かないか問い、特にない旨確認し、議事を非公

開で再開する。事務局に傍聴者を退出させるよう命ずる。 

 

～傍聴人は退出（以降の再入場なし）～ 

 

議事 

議案第28号「四国中央市学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱につい

て」を上程し、議案の説明を求める。 

 

議案第28号について、資料に基づき議案を説明する。 

提案理由としては、四国中央市学校給食共同調理場運営委員会委員の任期

満了に伴い、委員の委嘱を求めるものである。なお、委員の任期は、四国中

央市立学校給食共同調理場設置条例施行規則第５条第１項の規定により１年

で、平成27年８月１日から平成28年８月31日までとする。 

 

只今の説明に意見質問等ないか問う。 

意見質問等ない旨確認し、議案第28号について原案どおりで異議ないか問

う。 

 

異議ない旨伝える。 
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委員長 

 

 

委員長 

 

 

学校教育課主幹 

 

 

 

委員長 

 

 

教育総務課長 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異議ない旨確認し、議案第28号「四国中央市学校給食共同調理場運営委員

会委員の委嘱について」を原案どおり可決する旨宣する。 

 

以上で日程に示された案件を全て終了したことを宣する。 

その他報告事項等ないか問う。 

 

 第3回定例市議会に「四国中央市いじめ防止対策推進法施行条例の制定に

ついて」を議案として提出する必要があるため臨時教育委員会にて説明させ

ていただきたい。 

 

その他、意見質問等ないか問い、意見質問等ない旨確認する。 

その他報告事項等ないか問う。 

 

次回定例会の招集を願う発言。 

 

 次回、教育委員会第８回定例会を平成27年８月12日（水）午後１時30分か

ら、本庁５階第１委員会室に召集する。 

その他に報告等ないか問い、報告・意見等ない旨確認する。 

 

閉会 

 午後４時30分、閉会を宣する。 

 

 

 以上、会議の顛末を記録し、その真正であることを認め、署名する。 

 

 

 教育委員会会議録署名人 

 

 

  四国中央市教育委員会 委員 

 

  

  四国中央市教育委員会 委員 

 

 

              会議録作成者 教育総務課 星川 直子 

 


